
広
島
県
告
示
第
三
百
七
十
一
号 

 
高
圧
ガ
ス
保
安
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
号
）
第
三
十
五
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
っ
て
、

次
の
者
を
指
定
し
た
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
四
月
十
一
日 

広
島
県
知
事  

湯 
 

﨑 
 

英 
 

彦 

氏
名
又
は
名
称 

所

在

地 

指

定

の

区

分 

指

定

の

期

間 

ニ
ッ
キ
株
式
会
社 

呉
市
広
多
賀
谷
三
丁
目
四

番
一
一
号 

一 

液
化
石
油
ガ
ス
保
安

規
則
（
昭
和
四
十
一
年

通
商
産
業
省
令
第
五
十

二
号
）
第
七
十
八
条
第

四
項
に
規
定
す
る
特
定

施
設
の
保
安
検
査
を
行

う
者 

二 
一
般
高
圧
ガ
ス
保
安

規
則
（
昭
和
四
十
一
年

五
月
二
十
五
日
通
商
産

業
省
令
第
五
十
三
号
）

第
八
十
条
第
四
項
に
規

定
す
る
特
定
施
設
の
保

安
検
査
（
特
殊
高
圧
ガ

ス
に
係
る
も
の
を
除

く
。
）
を
行
う
者 

平
成
二
三
年
四
月
一
日
～

平
成
二
八
年
三
月
三
一
日

 


